
大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム（ＯＲＩＯＮ）における救急搬送・受入情報の第三者提供に関する事務取扱要領 

新旧対照表（案） 

新（案） 旧 

第１～７（略） 

第８ ＯＲＩＯＮデータの提供申請手続 

１～４（略） 

５ 本人確認等 

（１）申請者の本人確認 

①（略） 

②大阪府行政オンラインシステム又は郵送にて提供申請をする場合 

氏名、生年月日及び住所が記載され、かつ、顔写真が付いた本人

確認書類の写しを提出された場合、申請書の内容と照合した上で、

本人に間違いないことが確認されれば、当該書類の提出をもって本

人確認とする。 

氏名、生年月日及び住所が記載されているが顔写真が付いていな

い本人確認書類しかない場合、２種類以上の本人確認書類の提出を

求め、氏名、生年月日及び住所のすべてが確認できるようにする。 

なお、提出された本人確認書類は、申請者の関係書類として取り

扱う。 

 （２）（略） 

６ 申請書の提出方法 

申請書等は、大阪府行政オンラインシステム若しくは申請者による大

阪府の受付窓口へ持参又は郵送で受付を行う。 

第９～10（略） 

第 11 提供が決定された後のＯＲＩＯＮデータの受渡し手続 

１ （略） 

２ 誓約書の提出 

第１～７（略） 

第８ ＯＲＩＯＮデータの提供申請手続 

１～４（略） 

５ 本人確認等 

（１）申請者の本人確認 

①（略） 

②郵送にて提供申請をする場合 

氏名、生年月日及び住所が記載され、かつ、顔写真が付いた本人

確認書類の写しを提出された場合、申請書の内容と照合した上で、

本人に間違いないことが確認されれば、当該書類の提出をもって本

人確認とする。 

氏名、生年月日及び住所が記載されているが顔写真が付いていな

い本人確認書類しかない場合、２種類以上の本人確認書類の提出を

求め、氏名、生年月日及び住所のすべてが確認できるようにする。 

なお、提出された本人確認書類は、申請者の関係書類として取り

扱う。 

 （２）（略） 

６ 申請書の提出方法 

申請書等は、申請者による大阪府の受付窓口へ持参又は郵送で受付を

行う。 

第９～10（略） 

第 11 提供が決定された後のＯＲＩＯＮデータの受渡し手続 

１ （略） 

２ 誓約書の提出 

参考資料３ 



申請者は、大阪府が定める様式による利用規約に記載する内容を利用者

全員が利用規約を遵守する旨記載し、記名したものを誓約書とし、これを

提出する。 

なお、遵守内容が書面上明確になるように利用規約及び誓約書は一体の

ものとして取り扱うこととする。 

第 12～19（略） 

 

 

【別表１】 

ＭＣ協議会名 構成する消防本部局 

（略） （略） 

中河内ＭＣ協議会 八尾市消防本部、東大阪市消防局、柏原羽曳野藤

井寺消防組合消防本部（注５） 

南河内ＭＣ協議会 

（注６） 

富田林市消防本部、河内長野市消防本部、松原市

消防本部、大阪狭山市消防本部、大阪南消防局 

（略） （略） 

（注５）柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部は令和６年３月 31日まで、令和６年４月１

日以降は大阪南消防局に含む。 

（注６）①富田林市消防本部の管轄区域に、太子町、河南町及び千早赤阪村含む。 

②大阪狭山市消防本部は令和３年３月 31日まで、令和３年４月１日以降は堺市

消防局に含む。 

③富田林市消防本部、河内長野市消防本部は令和６年３月 31日まで、令和６年

４月１日以降は大阪南消防局に含む。 

  

申請者は、大阪府が定める様式による利用規約に記載する内容を利用者

全員が利用規約を遵守する旨記載し、署名又は記名押印したものを誓約書

とし、これを提出する。 

なお、遵守内容が書面上明確になるように利用規約及び誓約書は一体の

ものとして取り扱うこととする。 

第 12～19（略） 

 

 

【別表１】 

ＭＣ協議会名 構成する消防本部局 

（略） （略） 

中河内ＭＣ協議会 八尾市消防本部、東大阪市消防局、柏原羽曳野藤

井寺消防組合消防本部 

南河内ＭＣ協議会 富田林市消防本部（注５）、河内長野市消防本部、

松原市消防本部、大阪狭山市消防本部（注６） 

（略） （略） 

（注５）富田林市消防本部の管轄区域に、太子町、河南町及び千早赤阪村含む。 

 

（注６） 

大阪狭山市消防本部令和３年３月 31 日まで、令和３年４月１日以降は堺市消

防局に含む。 

 

 

 

  

 


